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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正案の概要 

 

障がい福祉課 自立支援医療グループ 

 

１ 精神保健福祉法改正に伴う改正 

(1) 保護者制度の廃止に伴い、以下のとおりとする。 
・保護者への通知を廃止（6条 1項、7条、12 条 2 項、様式３号） 
・保護者の変更届を廃止（第 10 条） 
・様式 1号、8号中、保護者に係る欄を削る。 

(2) 精神障害者保健福祉手帳用の申請書（国要領）から性別欄が削除されたことに伴い、様式第 4号中、性別欄を削る。 
※なお、様式第 5号（診断書）も国要領では性別欄が削られたが、県では自立支援医療と同時申請もできる様式としているため、性別欄は削除しない。 

 

２ 障害者自立支援法改正に伴う改正 

・H26.4.1 施行分の施行に伴い、様式第 5号中、「共同生活介護（ケアホーム）」を削る。 
 

３ その他規定及び様式の整理 

・様式の順序を整理 
改正後 改正前 

◦様式第 1 号 精神障害者退院申出に係る届（改正：保護者欄削除） 

◦様式第 2 号 診察指示書 

◦様式第 3 号 措置入院者仮退院許可申請書（改正：保護者欄削除） 

◦様式第 4 号 精神障害者保健福祉手帳 申請書（改正：性別欄削除） 

◦様式第 5 号 精神障害者保健福祉手帳 診断書（改正：ケアホーム削除） 

◦様式第 6 号 精神障害者保健福祉手帳 変更届・再交付申請書 

◦様式第 1 号 精神障害者退院申出に係る届 

◦様式第 2 号 診察指示書 

◦様式第 3 号 入院措置通知書 

◦様式第 4 号 精神障害者保健福祉手帳 申請書 

◦様式第 5 号 精神障害者保健福祉手帳 診断書 

◦様式第 6 号 〔欠番〕 

◦様式第 7 号 〔欠番〕 

◦様式第 8 号 措置入院者仮退院許可申請書 

◦様式第 9 号 精神障害者保健福祉手帳 変更届・再交付申請書 

 

４ 施行期日 

平成 26 年 4 月 1 日 
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則新旧対照表（案） 

改正後 改正前 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 

昭和 44 年 7 月 29 日 昭和 44 年 7 月 29 日 

島根県規則第 54 号 島根県規則第 54 号 

〔精神衛生法施行細則〕をここに公布する。 〔精神衛生法施行細則〕をここに公布する。 

精神衛生法施行細則(昭和 26 年島根県規則第 82 号)の全部を改正

する。 

精神衛生法施行細則(昭和 26 年島根県規則第 82 号)の全部を改正

する。 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 

(趣旨) (趣旨) 

第 1 条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律

第 123 号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和 25 年政令第 155 号。以

下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律施行規則(昭和 25 年厚生省令第 31 号。以下「省令」という。)

に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。 

第 1 条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律

第 123 号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和 25 年政令第 155 号。以

下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律施行規則(昭和 25 年厚生省令第 31 号。以下「省令」という。)

に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。 

(退院申出に係る届出) (退院申出に係る届出) 

第 2条 法第 26 条の 2の規定による届出は、様式第 1 号によらなけ

ればならない。 

第 2条 法第 26 条の 2の規定による届出は、様式第 1 号によらなけ

ればならない。 

第 3条 削除 第 3条 削除 

(指示書の交付等) (指示書の交付等) 

第 4 条 知事は法第 27 条第 1 項若しくは第 2 項、第 29 条の 2 第 1

項、第 29 条の 4第 2項、第 34 条第 1 項若しくは第 3 項、第 38 条

の 6 第 1 項、第 38 条の 7 第 2 項又は第 45 条の 2 第 4 項の規定に

より指定医に診察させようとするときは、様式第 2 号による指示

書を指定医に交付するものとする。 

第 4 条 知事は法第 27 条第 1 項若しくは第 2 項、第 29 条の 2 第 1

項、第 29 条の 4第 2項、第 34 条第 1 項若しくは第 3 項、第 38 条

の 6 第 1 項、第 38 条の 7 第 2 項又は第 45 条の 2 第 4 項の規定に

より指定医に診察させようとするときは、様式第 2 号による指示

書を指定医に交付するものとする。 
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改正後 改正前 

2  指定医は、知事の指示により診察をしたときは、速やかにその

結果を知事に報告しなければならない。 

2  指定医は、知事の指示により診察をしたときは、速やかにその

結果を知事に報告しなければならない。 

第 5条 削除 第 5条 削除 

(入院措置の手続) (入院措置の手続) 

第 6 条 知事は、法第 29 条第 1 項又は第 29 条の 2 第 1 項の規定に

より精神障害者を入院させるときは、当該精神障害者を入院させ

る精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられてい

るものを含む。以下同じ。)の管理者に通知するものとする。 

第 6 条 知事は、法第 29 条第 1 項又は第 29 条の 2 第 1 項の規定に

より精神障害者を入院させたときは、様式第 3 号による入院措置

通知書を当該精神障害者の保護者に交付するものとする。 

〔削る〕 2  知事は、前項の入院措置通知書を交付したときは、当該精神障

害者を入院させた精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室

が設けられているものを含む。以下同じ。)の管理者にその旨を通

知するものとする。 

(入院措置の解除手続) (入院措置の解除手続) 

第 7条 知事は、法第 29 条の 4の規定により措置入院者を退院させ

ようとするときは、当該措置入院者を入院させている精神科病院

の管理者             に通知するものとする。 

第 7条 知事は、法第 29 条の 4の規定により措置入院者を退院させ

ようとするときは、当該措置入院者を入院させている精神科病院

の管理者及び当該措置入院者の保護者に通知するものとする。 

(費用の徴収) (費用の徴収) 

第 8条 知事は、法第 31 条の規定により、入院に要した費用として

別表に定める算定基準により算定した額(以下「算定額」という。)

を、法第 29 条第 1 項及び第 29 条の 2 第 1 項の規定により入院し

た者(以下「措置入院者等」という。)又はその扶養義務者から徴

収するものとする。ただし、措置入院者等又はその扶養義務者が

災害等の特別の事情により算定額の全部又は一部を負担すること

ができないと認められるときは、これを減免することができる。 

第 8条 知事は、法第 31 条の規定により、入院に要した費用として

別表に定める算定基準により算定した額(以下「算定額」という。)

を、法第 29 条第 1 項及び第 29 条の 2 第 1 項の規定により入院し

た者(以下「措置入院者等」という。)又はその扶養義務者から徴

収するものとする。ただし、措置入院者等又はその扶養義務者が

災害等の特別の事情により算定額の全部又は一部を負担すること

ができないと認められるときは、これを減免することができる。 

第 9条 削除 第 9条 削除 
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改正後 改正前 

 (保護者の変更等) 

第 10 条 削除 第 10 条 措置入院者等の保護者は、住所若しくは氏名を変更したと

き、又は保護者に変更があったときは、速やかにその旨を知事に

届け出なければならない。 

 2  精神科病院の管理者は、医療保護入院(法第 33 条第 1 項の規定

による入院をいう。)について、同意をした保護者に住所若しくは

氏名の変更があったとき、又は保護者に変更があったときは、速

やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

(転院) (転院) 

第 11 条 精神科病院の管理者は、措置入院者等が医療上その他やむ

を得ない理由により他の精神科病院へ転院することが適当である

と認めるときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。 

第 11 条 精神科病院の管理者は、措置入院者等が医療上その他やむ

を得ない理由により他の精神科病院へ転院することが適当である

と認めるときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。 

(仮退院) (仮退院) 

第 12 条 精神科病院の管理者が、法第 40 条の規定により許可を受

けようとするときは、様式第 3 号の許可申請書を知事に提出しな

ければならない。 

第 12 条 精神科病院の管理者が、法第 40 条の規定により許可を受

けようとするときは、様式第 8 号の許可申請書を知事に提出しな

ければならない。 

 2  知事は、法第 40 条の規定により許可したときは、仮退院させよ

うとする措置入院者の保護者にその旨を通知するものとする。 

(仮退院者の帰院) (仮退院者の帰院) 

第 13 条 精神科病院の管理者は、法第 40 条の規定により仮退院さ

せた者を病状の悪化、その他の理由により仮退院の期間内に帰院

させたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

第 13 条 精神科病院の管理者は、法第 40 条の規定により仮退院さ

せた者を病状の悪化、その他の理由により仮退院の期間内に帰院

させたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

(事故報告) (事故報告) 

第 14 条 精神科病院の管理者は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、速やかに知事に報告しなければならない。 

第 14 条 精神科病院の管理者は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、速やかに知事に報告しなければならない。 
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改正後 改正前 

(1) 措置入院者等が行方不明となったとき。 (1) 措置入院者等が行方不明となったとき。 

(2) 行方不明となった措置入院者等が帰院したとき。 (2) 行方不明となった措置入院者等が帰院したとき。 

(3) 措置入院者等が死亡したとき。 (3) 措置入院者等が死亡したとき。 

(4) その他措置入院者等に事故があったとき。 (4) その他措置入院者等に事故があったとき。 

(精神障害者保健福祉手帳の申請等) (精神障害者保健福祉手帳の申請等) 

第 15 条 法第 45 条第 1 項の規定による精神障害者保健福祉手帳(第

3 項において「手帳」という。)の交付の申請は、様式第 4 号によ

らなければならない。 

第 15 条 法第 45 条第 1 項の規定による精神障害者保健福祉手帳(第

3 項において「手帳」という。)の交付の申請は、様式第 4 号によ

らなければならない。 

2  省令第 23 条第 1号の診断書は、様式第 5号によらなければなら

ない。 

2  省令第 23 条第 1 号の診断書は、様式第 5号によらなければなら

ない。 

3  政令第 7 条第 2 項の規定による氏名若しくは居住地の変更の届

出若しくは同条第 4 項の規定による居住地の変更の届出又は政令

第 10 条第 1 項の手帳の再交付の申請は、様式第 6 号によらなけれ

ばならない。 

3  政令第 7 条第 2 項の規定による氏名若しくは居住地の変更の届

出若しくは同条第 4 項の規定による居住地の変更の届出又は政令

第 10 条第 1 項の手帳の再交付の申請は、様式第 9 号によらなけれ

ばならない。 

(書類の経由) (書類の経由) 

第 16 条 この規則の規定により知事に提出する書類は、第 15 条に

規定する書類にあっては所轄市町村長を、それ以外の書類にあっ

ては所轄保健所長を経由しなければならない。 

第 16 条 この規則の規定により知事に提出する書類は、第 15 条に

規定する書類にあっては所轄市町村長を、それ以外の書類にあっ

ては所轄保健所長を経由しなければならない。 

附 則 〔略〕 附 則 〔略〕 

  附 則(平成 26 年規則第 40 号) 

この規則は、平成 26 年 4月 1日から施行する。 

 

 

別表(第 8条関係)  費用徴収基準 〔略〕 別表(第 8条関係)  費用徴収基準 〔略〕 

様式第 1 号(第 2条関係) 様式第 1 号(第 2条関係) 

年  月  日 年  月  日 
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改正後 改正前 

    

  島根県知事    様   島根県知事    様 

    

       病院名            病院名            

管理者名          印 管理者名          印 

精神障害者退院申出に係る届 精神障害者退院申出に係る届 

 退院申出のあった次の者は、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第 29 条第 1 項の要件に該当すると認められるので、同法第 26

条の 2の規定により届けます。 

 退院申出のあった次の者は、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第 29 条第 1 項の要件に該当すると認められるので、同法第 26

条の 2の規定により届けます。 

〔略〕 

 

 

 

 

 

〔略〕 

〔略〕 

保
護
者 

住
所 

  

氏
名 

  患者との
続柄 

  

〔略〕 

様式第 2 号(第 4条関係)  診察指示書 〔略〕 様式第 2 号(第 4条関係)  診察指示書 〔略〕 

様式第 3 号(第 6条関係) 削る。 様式第 3 号(第 6条関係) 

 第     号 

 年  月  日 

  

         殿 

  

 島根県知事          印 

  

 入院措置通知書 
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改正後 改正前 

   

  下記の者について、精神保健指定医の診察の結果、入院を必要と

認めるので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

  

 第 29 条第 1 項 
第 29 条の 2 第 1項 

 

 

 の規定により、  年 月  日     病院に入院措置を採っ

たので通知します。 

 記 

  1 住所 

  2 氏名 

  3 生年月日       年  月  日 

  4 性別       男・女 

様式第 4 号(第 15 条関係)  精神障害者保健福祉手帳申請書 

〔略〕 

様式第 4 号(第 15 条関係)   精神障害者保健福祉手帳申請書 

〔略〕 

申請者 
( 精 神 障
害者本人
について
記入) 

フリガナ   生年
月日 

年  
月  
日 氏名  

住所 電話   (   )      

〔略〕 

申請者 
( 精 神 障
害者本人
について
記入) 

フリガナ   性
別 

男 
女 

生年
月日 

年  
月  
日 

氏名  

住所 電話   (   )      

〔略〕 

様式第 5 号(第 15 条関係) 様式第 5 号(第 15 条関係) 

診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 
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改正後 改正前 

〔略〕 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況(該当する□にレ
印を付けること。) 
 □ 特になし 
 □ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に規定する 
     □ 自立訓練(生活訓練)  □ 共同生活援助(グ
ループホーム)                  
     □ 居宅介護(ホームヘルプ)  □ その他の障
害福祉サービス等 
 □ 訪問看護・指導  □ 精神科デイケア(□ 自医療機
関 □ 他医療機関) 
 □ 生活保護の受給  □ その他(        ) 

〔略〕 
 

〔略〕 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況(該当する□にレ
印を付けること。) 
 □ 特になし 
 □ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に規定する 
     □ 自立訓練(生活訓練)  □ 共同生活援助(グ
ループホーム)  □ 共同生活介護(ケアホーム) 
     □ 居宅介護(ホームヘルプ)  □ その他の障
害福祉サービス等 
 □ 訪問看護・指導  □ 精神科デイケア(□ 自医療機
関 □ 他医療機関) 
 □ 生活保護の受給  □ その他(        ) 

〔略〕 
 

様式第 6 号及び様式第 7号 削除 削る 様式第 6 号及び様式第 7号 削除 

様式第 3 号(第 12 条関係) 様式第 8 号(第 12 条関係) 

年  月  日 年  月  日 

  島根県知事    様   島根県知事    様 

病院名           病院名           

管理者名          印 管理者名          印 

措置入院者仮退院許可申請書 措置入院者仮退院許可申請書 

 下記のとおり仮退院させたいので、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律第 40 条の規定により申請します。 

 下記のとおり仮退院させたいので、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律第 40 条の規定により申請します。 

記 記 

〔略〕 

 

 

 

 

〔略〕 

〔略〕 

保
護
者 

住
所 

  

氏
名 

  患者との
続柄 

  

〔略〕 
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改正後 改正前 

様式第 6 号(第 15 条関係)  精神障害者保健福祉手帳変更届・再交

付申請書 〔略〕 

様式第 9 号(第 15 条関係)  精神障害者保健福祉手帳変更届・再交

付申請書 〔略〕 

 


